
公益財団法人 秋田観光コンベンション協会
〒010-0921　秋田市大町一丁目2-37  TEL.018-824-1211（平日 9：00～18：00） 

応募フォームはこちら▶  https://www.akita-yulala.jp/ambassador/entry

あきた観光
アンバサダー

3月2日㈪から4月15日㈬まで（必着）

募集!

観光PRやイベントなどで、
秋田の魅力を発信してみませんか？

応募要項の詳細は
こちらもチェック

①１８歳以上のかた
　（性別・婚歴不問。令和8年３月に卒業見込みの場合を除き、
高校生は不可とします。）

②秋田市内又は秋田市近郊に居住してお
り、２年間の任期を全うできるかた
③県内外で行われるイベント、行事等に平
日、休日問わず、参加できるかた

　（秋田竿燈まつりなど参加必須のイベント、行事等があります。）

④令和8年５月2日（土）および3日（日）に
開催予定の研修に参加できるかた

令和8年５月から令和10年５月末までの２年間

・秋田市の観光ＰＲ活動
・秋田市や当協会が主催するイベント行事等
　でのＰＲ活動
・その他協会が認める事業
※観光に関する知識や立ち居振る舞いなどを習得するための研修を実施します。

活動時には、報酬等が支給されます。

◎第１次審査／書類審査
　（結果は後日書面で通知します。）
◎第２次審査／面接審査
　令和8年４月25日（土）予定
※応募されたかたの個人情報はあきた観光アン
バサダー選考以外には使用しません。
※応募書類を郵送又は持参したかたが不採用と
なった場合は、応募書類を返却します。

専用フォームに必要事項を入力し、全身1
枚、上半身1枚の鮮明なカラー写真を添付
の上、ご応募ください。
※履歴書によるご応募も可能です。この場合においても、全身１
枚、上半身１枚の鮮明なカラー写真を添付の上、秋田観光コン
ベンション協会へ郵送又は持参によりご応募ください。
※「本人希望記入欄」には、活動にあたって事前に伝えたいことな
どがあればご記入ください。
※プリントシール機で撮影した写真や画像加工アプリ等を使用し
た写真は不可とします。
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応募方法

秋田の観光PRや
イベントなどの
アシスタントが
メインです。

派遣されると
日当がもらえる♪

メイクやマナー、
立ち居振る舞いなど
各種研修も
あるから安心!

申込み先

副賞


